
保
育

所
に

配
置

す
る

職
員

数
や

居
室

面
積

【
総

論
】

○
国

と
し

て
は

、
子

ど
も

の
健

康
や

安
全

、
発

達
に

直
接

影
響

す
る

事
項

に
つ

い
て

は
、

国
が

最
低

限
の

基
準

を
定

め
る

必
要

が

あ
る

と
考

え
て

お
り

、
保

育
所

に
配

置
す

る
職

員
や

居
室

面
積

の
基

準
に

つ
い

て
は

「
従

う
べ

き
基

準
」
と

し
て

い
る

。

○
義

務
づ

け
・
枠

付
け

に
つ

い
て

は
、

既
に

議
論

が
行

わ
れ

、
配

置
す

る
職

員
の

員
数

に
関

す
る

基
準

や
居

室
の

面
積

に
関

す
る

基
準

等
に

つ
い

て
は

、
「
従

う
べ

き
基

準
」
と

す
る

と
い

う
結

論
が

出
て

お
り

（
「
地

方
分

権
改

革
推

進
計

画
」
（
平

成
21

年
12

月
15

日

閣
議

決
定

）
）
、

そ
の

後
の

特
段

の
事

情
変

更
は

認
め

ら
れ

な
い

と
考

え
て

い
る

。

（
※

）
例

え
ば

、
屋

外
遊

戯
場

の
設

置
、

耐
火

上
の

基
準

に
つ

い
て

は
「

参
酌

す
べ

き
基

準
」

と
し

て
い

る
。

※
地
方
分

権
改

革
推
進

計
画

（
平
成

2
1
年

1
2
月

1
5
日
閣

議
決
定

）
（

抄
）

「
児
童
福

祉
施

設
の
設

備
及

び
運
営

に
関

す
る

基
準

（
4
5
 
条

２
項

）
を

、
条

例
（

制
定

主
体

は
都

道
府

県
、

指
定
都

市
、

中
核
市

（
た

だ
し
、

助
産

施
設
、

母
子

生
活
支

援
施
設
及

び
保

育
所
に

限
る

。
）
及

び
児

童
相

談
所

設
置

市
）

に
委

任
す

る
。

条
例
制
定

の
基

準
に
つ

い
て

は
、
医

師
等

の
職

員
の

資
格

に
関

す
る

基
準

に
係

る
規

定
、

配
置

す
る

職
員

の
員
数
に

関
す

る
基
準

に
係

る
規
定

、
居

室
の
面

積
に

関
す
る

基
準

に
係
る

規
定

並
び
に

施
設

の
利
用

者
及

び
そ
の

家
族

に
対

す
る

人
権

侵
害

の
防

止
等

に
係

る
規

定
は

、
「

従
う
べ

き
基

準
」
と

し
、

施
設
の

利
用

者
の
数

に
関

す
る
基

準
に

係
る
規

定
は

、
「
標

準
」

と
し
、

そ
の

他
の
設

備
及

び
運

営
に

関
す

る
基

準
に

係
る

規
定

は
、

「
参

酌
す

べ
き
基

準
」

と
す
る

。
た

だ
し
、

保
育

所
に
あ

っ
て

は
、
東

京
等

の
一
部

の
区

域
に
限

り
、

待
機
児

童
解

消
ま
で

の
一

時
的

措
置

と
し

て
、

居
室

の
面

積
に

関
す

る
基

準
に

係
る
規

定
は

、
「
標

準
」

と
す
る

。

・
保

育
所

保
育

士
定

数
へ

の
准

看
護

師
算

入
を

可
能

と
す

る
規

制
緩

和
（
詳

細
な

考
え

方
は

P４
参

照
。

）

・
保

育
所

（
認

定
こ

ど
も

園
を

含
む

。
）
に

お
け

る
給

食
の

外
部

搬
入

の
拡

大
（
詳

細
な

考
え

方
は

P５
参

照
。

）

・
保

育
所

に
配

置
す

る
職

員
数

や
居

室
面

積
に

係
る

義
務

づ
け

・
枠

付
け

の
見

直
し

基
本

的
な

考
え

方

提
案

概
要

0
１

通番４７：保育所等の児童福祉施設に係る「従うべき基準」の見直し（厚生労働省）
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○
地

方
分

権
改

革
推

進
委

員
会

の
勧

告
内

容
（
平

成
21

年
10

月
7日

）
保

育
所

の
基

準
に

つ
い

て
、

廃
止

又
は

条
例

委
任

す
る

。

地
方

分
権

改
革

（
保

育
所

関
係

）
に

つ
い

て

→
地

域
主

権
改

革
推

進
整

備
法

案
（
平

成
2
2
年

3
月

5
日

閣
議

決
定

）
を

、
第

１
７

４
回

通
常

国
会

に
提

出
。

→
衆

議
院

で
継

続
審

議
⇒

 第
１

７
７

回
通

常
国

会
で

成
立

（
平

成
２

３
年

５
月

２
日

公
布

）
。

○
地

方
分

権
改

革
推

進
計

画
の

内
容

（
平

成
2
1
年

1
2
月

1
5
日

閣
議

決
定

）

保
育

所
の

最
低

基
準

は
条

例
で

都
道

府
県

、
指

定
都

市
、

中
核

市
が

定
め

る
。

そ
の

際
、

１
．

○
保

育
士

の
配

置
基

準
○

居
室

の
面

積
基

準
（
乳

児
室
1
.
6
5
㎡

、
ほ

ふ
く
室
3
.
3
㎡

、
2
歳

以
上

の
保

育
室
1
.
9
8
㎡

）

○
保

育
の

内
容

（
保

育
指

針
）
、

調
理

室
（
自

園
調

理
）

な
ど

に
つ

い
て

は
、

国
の

基
準

と
同

じ
内

容
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

２
．

○
屋

外
遊

戯
場

の
設

置
○

必
要

な
用

具
の

備
え

付
け

○
耐

火
上

の
基

準

○
保

育
時

間
○

保
護

者
と

の
密

接
な

連
絡

な
ど

に
つ

い
て

は
、

国
の

基
準

を
参

考
に

す
れ

ば
よ

い
。

３
．

た
だ

し
、

居
室

の
面

積
基

準
に

つ
い

て
は

、
大

都
市

部
の

一
部

の
地

域
に

限
り

、
待

機
児

童
解

消
ま

で
の

一
時

的
な

措
置

と
し

て
、

国
の

基
準

を
「
標

準
」
と

し
て

、
合

理
的

な
理

由
が

あ
る

範
囲

内
で

、
国

の
基

準
と

異
な

る
内

容
を

定
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

○
地

域
主

権
戦

略
大

綱
の

内
容

（
平

成
2
2
年

６
月

2
2
日

閣
議

決
定

）
特

定
都

道
府

県
及

び
特

定
市

町
村

の
策

定
す

る
保

育
計

画
の

公
表

に
つ

い
て

、
現

行
制

度
で

年
１

回
以

上
の

公
表

が
義

務
づ

け
ら

れ
て

い
た

も
の

を
、

努
力

義
務

化
す

る
。

→
地

域
の

自
主

性
及

び
自

立
性

を
高

め
る

た
め

の
改

革
の

推
進

を
図

る
た

め
の

関
係

法
律

の
整

備
に

関
す

る
法

律
案

（
平

成
2
3
年

３
月

１
１

日
閣

議
決

定
）
を

、
第

１
７

７
回

通
常

国
会

に
提

出
、

成
立

（
平

成
２

３
年

８
月

３
０

日
公

布
）
。

○
義

務
付

け
・
枠

付
け

の
見

直
し

（
平

成
2
3
年

1
1
月

2
9
日

閣
議

決
定

）
保

育
所

の
情

報
提

供
は

、
官

報
や

地
方

自
治

体
の

公
報

へ
の

掲
載

、
新

聞
紙

へ
の

掲
載

、
掲

示
場

に
お

け
る

掲
示

、
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

の
利

用
、

刊
行

物
の

発
行

等
の

い
か

な
る

方
法

に
よ

っ
て

も
法

的
義

務
が

充
足

さ
れ

る
。

（
児

童
福

祉
法

第
24

条
５

項
）

※
法

改
正

事
項

で
は

な
い

２
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保
育

所
の

居
室

面
積

の
特

例
の

対
象

範
囲

に
つ

い
て

条
件

待
機

児
童

数
10

0人
以

上
（
特

定
市

町
村

の
2倍

）
平

均
地

価
三

大
都

市
圏

平
均

以
上

全
国

割
合

待
機

児
童

の
34

.7
％

就
学

前
児

童
の

13
.6

％

対
象

市
区

町
村

数
39

市
区

町
村

埼
玉
県

さ
い
た
ま
市
、
川
口
市
、
朝
霞
市

千
葉

県
市
川
市

東
京
都

中
央
区
、
港
区
、
文
京
区
、
墨
田
区
、
江
東
区
、
目
黒
区
、
大
田
区
、

世
田
谷
区
、
渋
谷
区
、
中
野
区
、
豊
島
区
、
北
区
、
板
橋
区
、

練
馬

区
、

足
立

区
、

葛
飾

区
、

江
戸

川
区

、
立

川
市

、
武

蔵
野

市
、

三
鷹

市
、
府
中
市
、
調
布
市
、
小
金
井
市
、
小
平
市
、
東
村
山
市
、

東
久
留
米
市
、
多
摩
市
、
西
東
京
市

神
奈
川
県

横
浜
市
、
川
崎
市
、
藤
沢
市
、
茅
ヶ
崎
市
、
大
和
市

京
都

府
京
都
市

大
阪

府
大
阪
市

兵
庫

県
西
宮
市

※
特

定
市

区
町

村
･･

･児
童

福
祉

法
に

基
づ

き
、

待
機

児
童

が
5
0
人

以
上

お
り

、
保

育
計

画
の

策
定

が
義

務
づ

け
ら

れ
て

い
る

市
区

町
村

※
待

機
児

童
数

は
平

成
2
4
年

4
月

1
日

時
点

、
平

均
地

価
は

平
成

2
4
年

1
月

1
日

時
点

※
平

成
2
5
年

２
月

時
点

で
国

の
基

準
と

異
な

る
基

準
を

定
め

る
自

治
体

は
東

京
都

と
埼

玉
県

と
大

阪
市

の
３

自
治

体
東

京
都

…
年

度
途

中
に

定
員

を
超

え
て

入
所

さ
せ

る
場

合
２

歳
未

満
児

2
.5

㎡
/
人

埼
玉

県
…

指
定

地
域

（
特

例
対

象
自

治
体

）
の

保
育

所
に

つ
い

て
２

歳
未

満
児

2
.5

㎡
/
人

大
阪

市
…

待
機

が
あ

る
地

域
に

お
い

て
、

安
全

性
が

確
認

さ
れ

た
上

で
、

乳
幼

児
１

人
あ

た
り

、
1
.6

5
㎡

を
下

回
ら

な
い

範
囲

で
保

育
の

実
施

が
で

き
る

。
※

平
成

2
5
年

4
月

1
日

よ
り

渋
谷

区
、

武
蔵

野
市

、
小

金
井

市
、

朝
霞

市
を

、
平

成
2
6
年

４
月

1
日

よ
り

目
黒

区
を

特
例

措
置

の
対

象
と

し
て

加
え

る
。

３
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保
育

所
保

育
士

定
数

へ
の

准
看

護
師

算
入

を
可

能
と

す
る

こ
と

に
つ

い
て

【
各

論
】

○
保

育
所

で
の

保
育

の
実

施
に

つ
い

て
は

、
保

育
士

が
そ

の
専

門
性

を
活

か
し

実
施

す
る

こ
と

が
本

来
の

姿
。

○
看

護
師

等
を

一
人

に
限

り
保

育
士

と
み

な
す

こ
と

が
で

き
る

こ
と

と
し

て
い

る
措

置
に

つ
い

て
は

、
過

去
に

６
人

以
上

の
乳

児
を

入
所

さ
せ

る
保

育
所

に
は

、
看

護
師

等
の

配
置

の
努

力
義

務
が

あ
り

、
配

置
し

た
場

合
に

は
配

置
基

準
上

保
育

士
に

含
む

も
の

と
し

て
い

た
が

、
平

成
10

年
に

乳
児

に
対

す
る

保
育

士
の

配
置

基
準

を
６

：
１

か
ら

３
：
１

に
引

き
上

げ
、

看
護

師
等

の
配

置
努

力
義

務
を

廃
止

し
た

際
の

当
分

の
間

の
経

過
措

置
と

し
て

、
可

能
に

し
た

も
の

で
あ

る
。

○
し

た
が

っ
て

、
看

護
師

等
に

代
え

て
他

の
有

資
格

者
を

保
育

士
と

み
な

す
こ

と
は

考
え

て
い

な
い

。

乳
児

６
人

以
上

を
入

所
さ

せ
る

保
育

所
の

保
育

士
定

数
に

つ
い

て
、

当
該

保
育

所
に

勤
務

す
る

保
健

師
又

は
看

護
師

１
名

に
限

っ
て

保
育

士
と

し
て

み
な

す
こ

と
が

で
き

る
。

従
来

特
区

と
し

て
対

応

○
乳

児
４

人
以

上
６

人
未

満
を

入
所

さ
せ

る
保

育
所

の
保

育
士

定
数

に
関

し
、

新
た

に
、

看
護

師
等

を
１

人
に

限
っ

て
保

育
士

と
み

な
し

て
算

入
す

る
こ

と
が

可
能

に
な

る
よ

う
特

区
に

お
い

て
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

。

実
施

時
期

：
平

成
22

年
10

月
14

日
よ

り
実

施

全
国

的
措

置
と

し
て

対
応

○
全

国
的

措
置

と
し

て
対

応
す

る
こ

と
と

な
っ

た
（
平

成
26

年
２

月
措

置
）

【
参

考
：
特

区
の

経
緯

】

基
本

的
な

考
え

方

４
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保
育

所
（
認

定
こ

ど
も

園
を

含
む

。
）
に

お
け

る
給

食
の

外
部

搬
入

の
拡

大
を

図
る

こ
と

に
つ

い
て

【
各

論
】

○
平

成
25

年
３

月
に

行
わ

れ
た

「
公

立
保

育
所

に
お

け
る

給
食

の
外

部
搬

入
方

式
の

容
認

事
業

」
に

つ
い

て
の

構
造

改
革

特
別

区
域

推
進

本
部

評
価

・
調

査
委

員
会

の
評

価
で

は
、

関
係

府
省

庁
の

調
査

に
お

い
て

弊
害

の
除

去
に

引
き

続
き

課
題

が
認

め
ら

れ
た

こ
と

か
ら

、
「
関

係
府

省
庁

は
、

調
査

結
果

を
踏

ま
え

、
上

記
弊

害
を

除
去

す
る

た
め

、
前

回
の

評
価

意
見

を
踏

ま
え

て
作

成

し
た

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

等
を

周
知

・
徹

底
し

、
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
等

を
踏

ま
え

た
弊

害
の

除
去

を
各

保
育

所
へ

求
め

る
。

評
価

・
調

査
委

員

会
は

そ
れ

を
踏

ま
え

た
保

育
所

の
状

況
及

び
子

ど
も

・
子

育
て

関
連

３
法

の
施

行
状

況
等

を
踏

ま
え

、
平

成
28

年
度

に
改

め
て

評

価
を

行
う

」
こ

と
と

さ
れ

た
。

○
し

た
が

っ
て

、
現

時
点

に
お

い
て

、
３

歳
未

満
児

の
給

食
の

外
部

搬
入

方
式

を
全

国
的

に
認

め
る

こ
と

や
、

私
立

保
育

所
に

も
拡

大
す

る
こ

と
は

適
切

で
は

な
く
、

今
後

の
評

価
の

結
果

を
踏

ま
え

て
検

討
し

て
い

く
こ

と
が

必
要

。

○
特

区
の

認
定

を
受

け
た

市
町

村
で

は
、

公
立

保
育

所
の

全
年

齢
に

お
い

て
外

部
搬

入
方

式
を

採
用

す
る

こ
と

が
可

能
。

平
成

2
2
年

５
月

末
現

在
で

、
9
1
市

町
村

4
7
5

施
設

が
特

区
認

定
（
う

ち
３

歳
以

上
児

の
み

：
1
8
8
施

設
）

従
来

公
立

私
立

0
～
5

歳

（
特

区
）

外
部

搬
入

可
能

自
園

調
理

Ｈ
２

２
．

６
．

１
よ

り

公
立

私
立

3
～
5
歳

特
区

に
よ

ら
ず

外
部

搬
入

可
能

0
～
2
歳

（
特

区
）

外
部

搬
入

可
能

自
園

調
理

※
２

平
成

２
５

年
３

月
末

現
在

で
、

６
９

市
町

村
３

０
８

施
設

が
特

区
認

定
に

よ
り

給
食

の
外

部
搬

入
方

式
を

実
施

し
て

い
る

。

※
満

３
歳

以
上

児
の

給
食

の
外

部
搬

入
に

あ
た

っ
て

は
、

従
来

の
特

区
認

定
要

件
を

踏
ま

え
、

基
準

を
策

定
し

、
質

を
担

保
し

た
場

合
の

み
実

施
で

き
る

こ
と

と
す

る
。

（
認

定
要

件
）

・
調

理
室

と
し

て
加

熱
、

保
存

等
の

た
め

の
調

理
機

能
を

有
し

て
い

る
こ

と
。

・
入

所
児

童
の

発
達

段
階

に
応

じ
た

食
事

を
提

供
す

る
こ

と
。

・
食

育
に

関
す

る
計

画
に

基
づ

き
食

事
を

提
供

す
る

よ
う

努
め

る
こ

と
。

等

○
満

３
歳

以
上

児
に

つ
い

て
は

公
・
私

立
と

も
に

外
部

搬
入

方
式

を
採

用
す

る
こ

と
が

可
能

。

○
満

３
歳

未
満

児
に

つ
い

て
は

、
公

立
の

み
に

つ
い

て
、

引
き

続
き

特
区

の
認

定
を

受
け

た
市

町
村

※

２
に

限
り

外
部

搬
入

方
式

を
採

用
す

る
こ

と
が

可
能

。
（
私

立
は

自
園

調
理

）

【
参

考
：
特

区
の

経
緯

】

基
本

的
な

考
え

方

５
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保
育

所
（
認

定
こ

ど
も

園
を

含
む

。
）
に

お
け

る
給

食
の

外
部

搬
入

の
拡

大
を

図
る

こ
と

に
つ

い
て

【
参

考
】

自
治

体
へ

の
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

で
判

明
し

た
課

題

「
構

造
改

革
特

別
区

域
に

お
い

て
講

じ
ら

れ
た

規
制

の
特

例
措

置
の

あ
り

方
に

係
る

評
価

意
見

及
び

未
実

現
の

提
案

に
係

る
諮

問
事

項
に

関
す

る
意

見
平

成
24

年
度

下
半

期
」
（
平

成
25

年
３

月
６

日
構

造
改

革
特

別
区

域
推

進
本

部
評

価
・
調

査
委

員
会

）

６
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